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【重要】適用範囲が拡大！
今回の改正で、法の対象となる範囲が大きく広がりました。これまでは「資本金」のみで判断されていましたが、新たに「常
時使用する従業員数」が基準に追加されました。また、新たな取引類型として「特定運送委託」が加わったことも重要な
ポイントです。 適用される基準は、取引の内容によって以下の2つのパターンに分かれます。自社の取引が当てはまらないかを、
下図で確認しましょう。

２０２６年１月１日、「下請法」が抜本的に見直され、新たに「中小受託取引
適正化法（取適法）」として施行されました。 「うちは下請法には該当しないか
ら関係ない」と思っていた事業者様こそ、今回の改正で対象に含まれている
可能性があります。今一度、自社の取引環境をチェックしましょう。該当する
取引がある場合は、記事末尾の相談窓口もご活用ください。
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委託事業者が果たすべき「4つの義務」
取引の適正化のため、発注側（委託事業者）には以下の義務が課せられます。

① 発注内容の明示義務（書面、またはメール・LINE等の電磁的方法。ただし受託側が請求した場合は紙で交付必須）
② 書類の作成・保存義務（取引終了後2年間）
③ 支払期日の設定義務（受領後60日以内のできる限り短い期間）
④ 遅延利息の支払義務（年14.6％）
受託事業者の方は、上記が守られているか日頃の取引を振り返ってみてください。

なぜ「下請法」から変わったのか？
長年親しまれてきた「下請法」という名称ですが、今回の改正には大きく2つの背景があります。

実態に合わせた名称変更： 「下請」という言葉が持つ、主従関係のような古いイメージを払拭し、
対等なパートナーシップを築く「受託取引」へと概念をアップデートしました。

価格転嫁の強力な後押し： 止まらない物価高騰や労務費の上昇に対し、中小企業が適切に価格交渉・転嫁ができる
環境を法的に整備する必要があったためです。

( 出典：改正ポイント説明会資料 _公正取引委員会 )

資本金３億超
資本金１千万超 ５千万以下
常時使用する従業員３００人超

資本金３億以下（個人含む）
資本金１千万以下（個人含む）
常時使用する従業員３００人以下（個人含む）

情報成果物作成委託
（プログラム）修理委託 特定運送委託製造委託 役務提供委託

（運送・倉庫保管・情報処理）

委託事業者

委託事業者

資本金５千万超
資本金１千万超 ５千万以下
常時使用する従業員１００人超

中小委託事業者

中小委託事業者

資本金５千万以下（個人含む）
資本金１千万以下（個人含む）
常時使用する従業員１００人以下（個人含む）

情報成果物作成委託
（プログラム除く）

役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理除く）

〈パターン１〉

〈パターン２〉
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不当な扱いを受けたと感じたら
中小企業庁下請かけこみ寺 ……0120-418-618

フリーランス・トラブル110 番 ……0120-532-110（フリーランスの方）

箕面商工会議所……………………072-721-1300

まずは記録を残しましょう（日付・内容・担当者名をメモ、メー
ルや書面は必ず保存）。そのうえで、感情的にならず法律の条
文を示して冷静に協議を申し入れてください。改善されない場合
や報復が心配な場合は、以下の窓口へご相談ください。通報者
の秘密は守られ、報復措置も法律で禁止されています（上記⑦）。

【
相
談
窓
口
】

フリーランス（個人事業主）の方へ
「自分は個人でやっているから関係ない」と思っていませんか？ ２０２４年１１月に施行された「フリーランス保護法」により、
個人で働く方 も々取適法とほぼ同様の強力な保護が受けられます。

フリーランス保護法で守られる主な権利
発注書の交付（業務内容、報酬額、支払期日の明示）が義務化されています。
原則として、納品から６０日以内に報酬が支払われます。
発注者によるハラスメント行為に対して、相談体制の整備などの対策が義務付けられています。
たとえば、口約束のみでの発注や、６０日を超える支払いサイトも保護の対象です。

絶対にやってはいけない「禁止事項」（取適法第5条）
左図の適用範囲に該当する取引では、発注側（委託事業者）による以下の行為が法律で禁止されています。

支給した原材料等の対価を、その原材料等を用いた製品の代金支払
日より前に支払わせること。

自己のために、金銭、労務、その他の利益を不当に提供させること（協
賛金、従業員の派遣など）。

発注後に内容を変更したり、受領後にやり直しをさせたりして、その
費用を受託者に負担させること。

原材料費やエネルギー価格の高騰などによるコスト上昇について、
受託者から協議の申し入れがあったにもかかわらず、協議を行わず
に一方的に代金を据え置くことなどが新たに禁止されました。コスト
上昇時には、具体的な根拠（仕入れ価格の推移等）を示し、書面ま
たはメールで協議を申し入れましょう。口頭のみのやりとりは避け、
記録を残すことが重要です。

注文した物品等の受取りを拒否すること。

定められた支払期日までに代金を支払わないこと。改正により、支
払期日のルールがより厳格化、手形払いが不可になりました。

発注時に決めた代金を後から減額すること（「歩引き」など）。改正
により、振込手数料は委託事業者（発注側）の負担が原則となり、
取り決めの有無にかかわらず、代金からの差引きは違法となります。

受領した物品等を受託者へ突き返すこと。

通常支払われる対価より著しく低い代金を不当に定めること。

指定する物やサービスを強制的に購入・利用させること。

行政庁に通報したことを理由に、取引停止などの不利益な扱いをす
ること。

【第 5条第 2項に該当する行為】（4項目）
自己の取引上の地位を不当に利用して、受託事業者の利益を害する以下の行為も禁止されています。

【第 5条第 1項に該当する行為】（7項目）

① 受領拒否の禁止

② 代金の支払遅延の禁止

③ 代金の減額

④ 返品

⑤ 買いたたき

⑥ 購入・利用強制

⑦ 報復措置

⑧ 有償支給原材料等の
 対価の早期決済の禁止

⑨ 不当な経済上の利益の
 提供要請の禁止

⑩ 不当な給付内容の変更・
 やり直しの禁止

⑪ 協議に応じない一方的な
 代金決定の禁止

！改正Point

！改正Point

！改正Point
【項目新設】
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専門家 日無料相談会
会員限定 完全無料 入退場自由

大谷 芳弘 吉川 祐介

中西 勝哉 岡村　篤

髙田 裕子

お問い合わせ
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医療法人 知照会 サンエスクリニック
箕面市如意谷１丁目５－１
TEL（072）724-0166
FAX（072）724-5437

休診日
木曜・日曜・祝日

箕面商工会議所 健康診断 令和 7年度

申込書は、当所HPよりダウンロード可能です！

●

●

●

●
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　萱野三平記念館では、赤穂事件で知られる萱野三平重実の生
涯を学びました。また萱野三平の辞世の句「晴ゆくや　日ごろ
心の　花曇り　涓泉」を刻んだ句碑があり、「涓泉」は萱野三平
の俳名であることから、別名「涓泉亭」と呼ばれています。若
くして命を絶ったその覚悟と、今も大切に守られている墓所。
また「萱野三平の郷」として守られているのどかな田園風景は
箕面の誇る文化資源のひとつです。

　教学寺は、カルピス創業者・
三島海雲ゆかりの寺院です。
三島はモンゴルでの体験を
きっかけに乳酸菌の研究に取
り組み、その成果が後の健康
飲料「カルピス」誕生へとつ
ながりました。

　西国街道は、江戸時代に京
と西国を結ぶ主要街道でし
た。瀬川・半町には宿駅や本
陣が置かれ、人馬の継立が行
われました。今も残る道標が、
当時の交通の要衝であった歴
史を今に伝えています。

　１坪ほどの地面から湧き水
が出ている場所です。昔、瀬川・
半町に田園が広がっていた頃
には多数ありました。今は汲
み上げ式ではありますが、公
園に復元し、身近な街の中で、
昔を伝えています。

阿比太神社は、延喜式神名
帳に記載された式内社で、大
社に列する格式高い神社です。
なぜ境内には三つの鳥居が存
在するのか？そこには地域と
の深い関係があり、今も宮司
によって語り継がれています。
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箕面を元気にするために汗を流す箕面の商工業を生レポート！
伝統の技やご自慢の商品をタッキー 816みのおエフエムで発信！

生放送

毎月第１･３月曜日 
１１:００～ＯＡ

第１・第３月曜日の午前１１時から１５分間の生放送番組である
「ぐるぐる商タイム」。
会員企業様を訪問させていただき、事業や商品、時には出演者
様のお人柄までＰＲさせていただきます。話すのが苦手な方でも、
プロのレポーターとインタビュー形式なのでご安心ください。
皆様のご応募お待ちしております。

※箕面市外に事業所のある企業様はご出演いただけない場合がございます。

※予約状況によっては、ご希望の出演日がお取り出来ない場合がございます。

※ 商タイムとは、お店最大のウリ（こだわり、自慢、商品）です。

業　　種：イタリアンダイニングレストラン
住　　所：西宿１-13-10 みのおキューズモールEAST2  1階
Ｔ Ｅ Ｌ：072-737-6390
営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー21:00）／定休日：無休

業　　種：筆文字教室
Ｔ Ｅ Ｌ：050-3577-0903
箕面での会場：ALOHA ANGEL CAFE（桜井１-13-25）
※詳しくはホームページ参照

パスタやピザ、国産牛ステーキなどのほか、自家製シフォンケーキなどのス
イーツも充実。1月からクレープが登場！パリパリ、サクサク食感と、クッキー
のような香ばしさが特徴です。

己書とは、心のまま自由に筆を走らせ、自分の世界観を楽しく表現する温
もりのある書のこと。絵を描くように筆を動かして、文字にする筆文字教室
です。

クレープとエスプレッソとHammockとクレープとエスプレッソとHammockとぐるぐるぐるぐる

己書天海晴明マリアレイ道場己書天海晴明マリアレイ道場

“滝ノ道ゆずる” と本所の撮影チームが、毎月の表紙を飾るための撮影を行っています！

  「うちの店舗や事業所にも来てほしい！」
  「表紙に載ってみたい！」
そんな会員事業所の皆様の声をお待ちしています！
滝ノ道ゆずるが皆様の事業所にお邪魔して、撮影させていただきます♪

お申込みはコチラから →
https://forms.gle/aGzRuyHdLfUC6YfN6

情報誌 商工会議所「みのお」表紙掲載希望事業所を募集中！募集
す！

Hammock Garden



7

相談種別 相談員 相談日

法 律 弁 護 士 随時受付

税 務 税 理 士 随時受付

社会保険労務 社会保険労務士 随時受付

経 営 中小企業診断士 随時受付

商標・特許 知財支援アドバイザー 随時受付

時 間 午後１時～３時
場 所 箕面商工会議所 １階相談室

3月　金融相談日（要予約）

１１日（水）／２５日（水）

事業所名 代表者 事業内容 所在地

①箕面市内で最近１年以上事業を営んでおり、所得の申告をしている。
②常用従業員が２０人以下（商業･サービス業（宿泊･娯楽業以外）は５人以下）。
③６か月以前から箕面商工会議所の経営指導を受けている。
④納付すべき税金を完納している。（法人税・所得税・消費税・固定資産税・事業税・市府民税等）
⑤商工業者で、日本政策金融公庫の融資対象業種である。
※上記以外にも諸条件がございますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

ご
利
用
対
象
者

台湾らーめん経営

高齢福祉、認知症対応型通所介護事業 

衣類全般・毛布・布団などの寝具類、着物・カーぺット、
「海をまもる洗剤」量り売り販売中、集配

就労継続支援Ｂ型事業所・
障がい者向けダンススクール・余暇支援活動

石川　徹也

宮部　幸治

台湾らーめん徹 tetsuG 西宿

冨二屋クリーニング 稲

加藤　真久株式会社彩架 彩都粟生南

１０年以内
返済期間

無担保
！

無保証
！
保証金

ゼロ！

限度額２０００万円
※利率は経済情勢により変動することがあります。
利率…年2.40％（令和８年２月２日現在）

安藤　真弓一般社団法人MASH （劇団 anon） 西小路

ゴルフ練習場、ゴルフ工房 永橋　克明Swing Aid 今宮 

家庭教師サービスを通じ、不登校や行き渋り、
学習習慣の乱れなどに悩む子どもとその家庭を支援庄司　治樹EduVation 白島
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いい波株式会社
笑顔が広がる毎日を目指しています。
利用者様一人ひとりに寄り添い、安心、快適、楽しい暮らし
を一緒に作ります！

こんにちは！セルライト除去に特化
した女性専用のエステサロンを経営
していますカポノのユミと申します。
地域の皆様との関わりや経営のこと
など勉強させていただけると嬉しい
です。

代 表 者：吉本 祐実
住　　所：箕面市牧落 2-7-13 マザービル 3A
営業時間：9：00～ 17：00
定 休 日：木・日・祝

kapono（カポノ）

不登校・学習習慣を改善する家庭教
師です。勉強の遅れや行き渋りに悩
むご家庭に対し、学習だけでなく生
活リズム迄整え、子どもが安心でき
る環境を一緒につくります。

代 表 者：庄司 治樹
住　　所：箕面市白島 2-17-10
電話番号：080-4569-1141

営業時間：9：00～ 22：00
定 休 日：日

代 表 者：磯俣 大輝
住　　所：箕面市粟生間谷東 6-7-7
電話番号：070-2440-1173
営業時間：9：00～ 18：00
定 休 日：土・日・祝

EduVation

当店は科学溶材を使わず、水
だけで洗うためドライのにお
いもなく体にも環境にも優し
いウェットクリーニング専門店
です。「海を守る洗剤（エシカル
洗剤）」の量り売り販売中。

代 表 者：宮部 幸治
住　　所：箕面市稲 1-6-5
電話番号：072-734-1311
営業時間：月～金 9：30～ 19：00／土 9：30～ 17：00
定 休 日：日・祝

冨二屋クリーニング

使い方は公式動画でもご案内中！
　 ▶「ザ・ビジネスモール PR 動画」もぜひチェック！
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箕面商工会議所　ヒサノ
もしくは右の二次元コードよりメールでお問い合わせください。

お申込み・お問い合わせ　　　072-721-1300

２０２６年４月より、会議所入口の「箕面の柚子」コーナーに設置している棚のスペースを「箕面の柚子」もしくは「滝

ノ道ゆずる」オリジナル商品を製造・販売されている各会員事業者さまのＰＲコーナーとしてご提供させていただく

こととなりました！上中下段各４枠、合計１２枠の限られたスペースになりますので先着順で受付をさせていただき

ます。店舗で柚子商品を販売したいとご相談に来られる方、イベントの景品や手土産などに柚子商品を購入したいと

ご相談される方が多くいらっしゃいます。そのような方々に向けてぜひＰＲしていきましょう！

料金
●上段 月額 1,000 円（年間 12,000 円＋税）
●中下段 月額 500 円（年間 6,000 円＋税）
（原則年間契約、年度途中の利用開始に限り月割となります）

※販売スペースではなく、あくまでサンプル等の展示スペースです。
　お問合せ先を必ず掲示してください。
※万が一展示物の破損・紛失等があった場合でも
　会議所は一切の責任をおいませんので、
　あらかじめご了承ください。

● 手土産に箕面の商品を購入したい！
● イベント景品にゆずるグッズを購入したい！
● 自店で箕面の柚子商品を販売したい！

展示できるもの

POP・チラシ・リーフレット
「箕面の柚子」を使った商品サンプル
「滝ノ道ゆずる」関連商品のサンプル など

　　

こんなニーズが多数あります！

箕面の柚子 or 滝ノ道ゆずるを使った
御社の商品を会員事業者様に向けて

ＰＲＰＲしませんか？しませんか？ＰＲしませんか？



10

令
和
８
年
1
月
度
　
箕
面
景
況
調
査
に
つ
い
て

﹁
食
品
開
発
・
販
売
﹂
相
談
窓
口
の
ご
案
内

箕面商工会議所　「食品開発・販売」相談窓口     ０７２-７２１-１３００

去年の今頃と比べた景気の実感：悪い

去年の今頃と比べた景気の実感：良い

●引退も考えたが、健康のためにも、もう少し頑張ろうと思う。 （小売業）
●少しずつ認知がなされてきて、受注が来ることはあるが、いまだ安定しているとは言えず。 （製造業）
●売るべき & 売りたいサービスの見極めと、それに応じた IT 環境の整備を長く手伝って頂いている。 （サービス業）
●もう年なのでいつ引退するか検討中。 （建設業）
●常連を主とした客層で大きな変化なし。 （サービス業）

去年の今頃と比べた景気の実感：変わらず

去年の今頃と比べた
景気の実感（1 月）

　平成28年5月より市内小規模事業者様を対象に、景況調査を実施しております。令和
8年1月の箕面の景気の前年比実感は、右のようになりました。その他コメント詳細は下
記をご覧ください。
●【伝える"順番"を変えるだけで、チラシの反応が変わる理由】
　品質にも価格にも自信がある。それなのに反応が薄い——。そんなとき、多くの経営者
は商品の改良やさらなる値下げを考えます。しかし改良しても価格を下げても、反応が
変わらなかった経験はないでしょうか。実は、本当の原因は商品ではなく「伝える順番」
にあるかもしれません。
　たとえばチラシの冒頭に「最新設備導入」「技術力に自信」と書いていないでしょうか。
これは売り手の都合から始まる構成です。読み手はまだ興味を持っていない段階なの
で、目が滑り、そのまま比較サイトや相見積もりへ流れていきます。伝えたいことは正
しいのに、届かない。この状態を放置すれば、広告費をかけるほど利益率が下がるという悪循環に陥ります。
　では、どうすればいいか。答えはシンプルです。チラシの段落を三つに分けて、順番を入れ替えるだけです。ま
ず「こんなお悩みはありませんか？」と読み手の困りごとを示す。次に「放置すると、こんな損失につながります」
と現実を突きつける。そのうえで「当社ならこう解決できます」と提案する。この三段構成にするだけで、読み手
は"自分の話だ"と感じ、最後まで読む確率が上がります。
　——ここまで読んで、少し相談してみようかと思われた方へ。実はこの文章自体が、今ご紹介した三段構成＝
PAS（Problem → Agitate → Solution） そのもので書かれています。「反応が出ない」という悩みを示し、「放置
すれば悪循環になる」と揺さぶり、「順番を変えれば解決する」と提案しました。もし読み進めるうちに"気になっ
た"と感じたなら、それがPASの効果です。
　「うちの販促物、順番はどうだろう」と気になった方は、箕面商工会議所の販売促進相談をご活用ください。
原稿を持ち込んでいただければ、一緒に構成を見直すことができます。

利用しなければもったいない！興味のある方はすぐにご相談下さい！ 

●今年は納税が増えそう。ありがたい悩みではあります。 （小売業）
●グーグルマップから来られるお客様が多いので、都度、更新しています。 （飲食業）
●事業は拡大している。積極的に M＆A も仕掛けていきたい。 （サービス業）
●おかげさまで安定してきました。
　創業時、経営の方向性をしっかり決めたのが良かったんだと思います。 （サービス業）

●事業計画策定の必要性を感じており、会議所さんに相談中です。 （卸売業）
●節目の時期により利用終了が見込まれるため、新規獲得の強化が必要ですが、十分に対応できるか心配です。 （サービス業）
●財布のひもがますます硬くなったように感じている。 （小売業）

箕面商工会議所の 「食品開発・販売」相談窓口を利用しませんか？

？お問い合わせは…

・食品事業に興味がある
・レトルトカレーや焼菓子等、オリジナル食品を販売したい
・オリジナル食品を販売しているが売上が伸びない
　箕面商工会議所では、事業者のオリジナル食品の開発・販売を支援すべく、期間限定で
専門相談窓口を設置しています。「こんな食品をつくってみたい」という漠然とした相談でも
大丈夫です。専門家と話すことで悩みや問題点を整理することからはじめましょう。

箕面商工会議所専門相談員：只野 由晃（タダノ ヨシアキ）氏 【中小企業診断士】

相談は無料ですが、完全予約制（当日予約不可）のため、ご連絡の上、予約をお取りください。

「大手食品メーカーでの 10 年以上にわたる経営企画・商品企画業務の経験を活かし、
食品業界を専門として支援しています。食品業界の新規事業立ち上げや企画販売の
コンサルティングはお任せください。」

悪い
25％ 良い

33％
変わらず
42％
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NEW!

後藤 智子 さん GOTO 通信業

深森 雅史 さん 深森公認会計士・税理士事務所 公認会計士・税理士業

所　 優希 さん T-synergy 株式会社 電力業

菅原　 琢 さん 株式会社宗研工業 建設業

永橋 克明 さん SwingAid ゴルフ練習場・ゴルフ工房

南　 　圭 さん 保険業

箕面今昔ウォーク ～今と昔に出会える西国街道～

大阪府商工会議所青年部連合会  会長予定者  植山 豊 君  壮行会

　１月３０日（金）会議所会員交流事業「箕面今昔ウォーク」
を開催し、当日は３７名ご参加いただきました。本事業は、箕
面の古参事業者と新規参入事業者、さらに多世代の交流を
通じて、地域の歴史や文化を学びながら相互理解とつながり
を深めることを目的として実施いたしました。雪が舞う今季一
番の寒さとなりましたが、観光ボランティアガイドの皆さまの
ご協力のもと、箕面萱野駅を起点に、萱野三平記念館、教
学寺、阪急桜井駅、阿比太神社など、西国街道を中心とした
約８ｋｍのコースを歩きました。身近な箕面について、まだまだ
知らない歴史や文化が多くあることに驚きの声が上がる一方、
道中では自然と会話が弾み、各所で笑顔が広がる和やかな雰
囲気となりました。寒さで体を動かす機会の少ない時期にとっ
ても良い運動となり、約８ｋｍの道のりもあっという間に感じら
れる充実した時間となりました。本事業を通じて、箕面の魅
力を改めて実感するとともに、会員相互の絆を深め、今後の
連携強化および青年部活動のさらなる発展につながる、有意
義な機会となりました！皆様ありがとうございました！

　このたび、令和８年度大阪府商工会議所青年部連合会会長予定者として、我らが箕面ＹＥＧ
より植山 豊 君が就任する運びとなり、２月９日（月）、ホテル日航大阪にて壮行会が盛大に開
催されました。多くのＯＢ・ＯＧ、府内各単会より多くのメンバーが参集する中、植山君のこれま
での功績と今後への期待が熱く語られ、感動と決意の場となりました。箕面らしいレクリエーショ
ンも大盛り上がりで、会場は終始、あたたかく和やかな雰囲気に包まれ、参加者同士の絆も一
層深まりました。新たな舞台に挑む植山君の活躍を、我々箕面ＹＥＧ一同としてもしっかり支え
ていきたいと思います。今後も地域とＹＥＧの発展のために邁進してまいります。

新入会員紹介
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令和８年
箕面商工会議所女性会 新年会を開催しました！

　新企画の翌週、１月２２日は、会員みんなが毎年楽しみ

にしている「まさはん亭」での新年会でした。恒例のくじ

引きプレゼント交換も盛り上がりましたが、やはり季節の

食材を生かした料理の美味しさは格別で、今年も女性会

会員同士、仲良く元気に頑張ろうと改めて思いました。

今後の予定の発表もあり、秋の視察旅行への期待も膨ら

みました。松出副会頭のお話も味わい深く、楽しい時間

となりました。ありがとうございました。

　次回の食事会は３月か…？ ５月か…？ 今からワクワクし

ています。

みのお Women Link UP CAFÉ（つながりカフェ）を
開催しました！

　新しい年の幕開け間もない１月１４日、いよいよ新企画が始まりました。女性会メンバーがどんな人で、どんな事業をし

ているのかをもっとよく知りたい、経営体験を自分の事業にも生かしたい── そんな希望から生まれた、商工会議所女

性会の本分とも言える企画です。当日は、障がい者グループホームを運営する細谷さんと、集客アップのデザインを幅広

く手がける新井さんが発表しました。お話をじっくり聴き、お二人のことを知るとともに、「こんな考え方をしたらうまく

いくのか」と自分の事業へのヒントを得る時間にもなりました。ランチタイム開催で、市内の女性事業者お二人によるお

いしい料理を囲んでの交流も楽しんでいただきました（今回はキンパ弁当とタルトでした！）。多くの方に聴いていただ

きたいし、発表もしていただきたい── 女性会らしさいっぱいのこの新企画は、今後も多彩なメンバーに登壇していた

だきながら続いていきます。事業ＰＲの機会としても、多くの方のご参加をお待ちしています。
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人が集うイタリアン「Hammock Garden」に生まれた、新しい楽しみ方

大人気クレープ店がショップインショップとしてオープン！

箕面でのパーティー会場と言えば「Hammock Garden」そんな存在に

Hammock Garden

ホームページ
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みのおまちなか
相談レポート

『経営相談』って
どんなことを相談
すればいいモミ？

相談内容

経営指導員の対応

　採用において、「入社後のミスマッチを防ぎたい」という相談は多く寄せら
れます。
　まず大切なことは、面接の場は事業者と求職者が互いに対等な立場であ
るという認識です。採用する側は「選ぶ立場」であると同時に、求職者から「選
ばれる立場」でもあります。近年は求人倍率の上昇や人手不足が続いており、一昔前によく聞かれた圧迫面接や上から目線の
対応は、現在の採用環境では適切とは言えません。
　面接は応募者を評価する場であると同時に、自社を知ってもらうための「営業の場」と捉える採用担当者も増えています。そ
のためには、会社の考え方や仕事の進め方、職場の特徴などを事前に言語化しておくことが重要です。「どのような価値観を大
切にしている会社なのか」「どんな人に長く働いてほしいのか」を整理しておくことで、面接時の説明にも一貫性が生まれます。
　また、面接ではアイスブレイクを取り入れ、求職者が安心して話せる雰囲気づくりが欠かせません。たくさんの求職者の面接
に携わってきた某有名企業の人事部長と話す機会がありました。その方は、新卒・中途を含め数多くの面接や評価に関わって
きた経験から、「面接の最初の 40 分は評価よりも関係構築を重視し、40 分を過ぎたあたりから求職者の本音が出始め、そこか
らが本番である」と話されていました。心理的安全性が確保されてはじめて、相手の価値観や仕事選びで重視している点を深
く知ることができます。
　さらに、採用時だけでなく、入社後のフォロー体制についても面接の段階で伝えておくことが重要です。育成方法や相談でき
る体制、困ったときのサポートの有無を共有することで、求職者は入社後のイメージを持ちやすくなります。また、職場で実現で
きることだけでなく、業務上大変に感じやすい点なども率直に伝えることが、ミスマッチや早期離職の防止につながります。
　当所では、採用に取り組む事業者の方に対し、会社の魅力や考え方の整理、面接時のポイント、入社後フォローの考え方に
ついての相談対応を行っています。また、来年度も採用に関するセミナーの開催を企画しています。採用に不安を感じた際は、
お気軽にご相談ください。

初めての採用を検討中です。
面接でミスマッチを防ぐポイントを教えてほしいです。

テーマ『採用面接』

お問い合わせはこちら

選選選
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答え

10

（ルール）
• 空いたマスに１から９までの数字を埋めて完成させましょう。
• タテ・ヨコ各９列と太線で囲んだブロック（3×３の９マス）の中に
同じ数字は使えません。
• 最後に、二重枠に入る二つの数字の合計をお答えください。

先月の答え

※R7.4月号から
　ナンプレに変わりました。

今月の　　 事業所は？表紙
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Hammock Garden
（クレープとエスプレッソとHammockと）
所 在 地：箕面市西宿 1-13-10 
 みのおキューズモール EAST2 108 区間 
営業時間：月～日、祝日、祝前日
 11：00 ～ 22：00 （料理・ドリンク L.O. 21:00 ）
☎ 072-737-6390
緑と木の白を基調とした店内は、明るくおしゃれな空間。ゆらゆ
らハンモックやベンチソファでお子様もたのしくお過ごしいた
だけます。女子会や宴会などはもちろん貸切もOK！ 有名クレー
プ店「クレープとエスプレッソと」もグランドオープン！みのお
キューズモールEAST2  １階




